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料

は
じ
め
に

資

日
本
国
憲
法
二
六
条
が
子
ど
も
に
保
障
す
る
教
育
を
う
け
る
権
利
を
充

足
す
る
責
務
は
、
そ
の
子
ど
も
に
対
す
る
自
然
的
関
係
に
よ
り
、
親
に
属

し
、
こ
の
責
務
に
基
づ
い
て
親
は
教
育
の
内
容
お
よ
び
方
法
に
つ
い
て
一

定
の
支
配
権
、
す
な
わ
ち
教
育
の
自
由
を
有
す
る
と
の
解
釈
は
全
国
一
斉

学
力
テ
ス
ト
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
昭
和
五
一
年
五
月
一
一
一
日
大
法
廷
判

決
も
肯
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
学
説
の
通
説
と
も
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
親
の
教
育
の
自
由
が
い
か
な
る
範
囲
に
ま
で
行
使
さ
れ
る
か
に

つ
い
て
、
右
最
高
裁
判
決
は
、
「
主
と
し
て
家
庭
教
育
等
学
校
外
に
お
け
る

教
育
や
学
校
選
択
の
自
由
」
を
あ
げ
る
に
と
ど
ま
り
、
消
極
的
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
学
説
は
、
そ
れ
に
加
え
て
発
言
権
、
教
育
内
容
決
定
権
を
あ

げ
る
な
ど
積
極
的
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
違
い
は
、
教
育
を
う
け
る
権
利
が
ど
の
よ
う
な
性
格
と
内
容
を
有

す
る
権
利
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
解
釈
の
違
い
か
ら
生
じ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
を
積
極
的
に
解
す
れ
ば
解
す
る
ほ
ど
親
の
教
育
の
自
由
の
範

囲
を
積
極
的
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

今
日
で
は
、
教
育
を
う
け
る
権
利
は
豊
富
な
内
容
を
有
し
、
権
利
と
し
て

の
性
格
が
強
い
と
解
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
か
ら
、
最
高
裁
判
決
の
よ
う

に
、
親
の
教
育
の
自
由
の
範
囲
を
限
定
的
に
解
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
親
の
教
育
の
自
由
の
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
、
外
国
に
お

い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
西

ド
イ
ツ
を
取
り
上
げ
、
そ
の
う
ち
特
に
、
パ

l
デ
ン
・
ヴ
エ
ル
テ
ン
ベ
ル

ク
州
を
中
心
に
、
検
討
を
試
み
て
み
よ
う
。
こ
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
親
の
教
育
の
自
由
に
関
す
る
議
論
の
参
考

と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)
刑
集
三

O
巻
五
号
六
一
五
頁
。

(2)
兼
子
仁
『
教
育
法
(
新
版
)
』
(
法
律
学
全
集
一
六
|
I
)
有
斐
閣
、

一
九
七
八
年
、
二

O
四
l
五
頁
。

(3)
兼
子
・
前
掲
書
、
三

O
O
l六
頁
。

親
の
教
育
の
自
由
の
歴
史

親
の
教
育
の
自
由
に
関
す
る
現
行
法
の
検
討
に
入
る
前
に
、
簡
単
に
、

そ
の
歴
史
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

親
権
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
を
初
め
て
持
っ
た
法
律
は
一
七
九
四
年
に

制
定
さ
れ
た
一
般
ラ
ン
ト
法
(
〉
己
管

5
0
E
a
r
g巳
巾
印
叶
巾

nZ)
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
法
の
保
障
す
る
親
権
は
家
族
法
上
の
意
味
の
権
利
に
す
ぎ
ず
、

北法40(5・6・I・586)1728



ま
だ
憲
法
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
段
階
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
、
当
時
は
、
教
育
の
義
務
性
の
原
理
が
支
配
し
て
い
た
こ
と
と
も
重

な
っ
て
、
親
は
、
学
校
教
育
に
つ
い
て
、
何
ら
、
法
的
地
位
を
有
し
て
い

な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
外
的
学
校
事
務
を
処
理
す
る
任
務
を
家
父
長

(EBEg-

〈
出
芯
司
)
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
時
期
を
経
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て

は
、
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
一
九
年
に
か
け
て
、
審
議
機
関
的
性
格
を
有

す
る
父
母
評
議
会
自
P
Rロ
σ
包
『
笠
巾
)
が
設
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

い
る
。
右
機
関
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
多
く
の
ラ
ン
ト
で
も
採
用
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
機
関
の
設
置
の
承
認
は
、
学
校
教
育
に
お
い
て
、
親
が
公

法
的
な
役
割
り
を
担
う
と
と
も
に
、
自
治
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

西ドイツにおける親の教育の自由

ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
は
そ
の
一
二

O
条
に
よ
り
親
権
を
保
障
す
る
ほ
か
、

親
の
教
育
の
自
由
に
関
す
る
定
め
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
、

右
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
の
中
で
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
部
は
法

律
に
よ
っ
て
も
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
親

の
教
育
の
自
由
の
保
障
の
精
神
も
長
続
き
は
せ
ず
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
る

ナ
チ
国
家
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
親
の
教
育
の
・
自
由
は
二
重
の
制
限
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
親
の
教
育
の
自
由
の
保
障
は
根

本
的
に
否
定
さ
れ
、
ま
た
他
方
で
学
校
に
お
け
る
父
母
団
体
の
協
働

(
冨
一
件
当
町
}
内
ロ
ロ
肉
)
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
憲
法
で
あ
る
ボ
ン
基
本
法
は
そ
の
六
条

二
項
に
お
い
て
親
の
教
育
権
を
保
障
し
て
い
る
が
、
同
規
定
は
、
右
の
よ

う
な
ナ
チ
国
家
時
代
を
反
省
し
て
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
同
規
定
は
親

の
教
育
の
自
由
の
保
障
の
根
本
と
な
る
規
定
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

ボ
ン
基
本
法
の
親
の
教
育
の
自
由
に
関
す
る
規
定
と
し
て
、
宗
教
教
育
の

参
加
決
定
権
を
定
め
た
七
条
二
項
お
よ
び
私
立
学
校
設
置
権
を
定
め
た
七

条
四
項
が
あ
る
。

(
1
)
同
法
の
教
育
条
項
に
関
す
る
邦
訳
と
し
て
、
梅
根
悟
『
近
代
国
家

と
民
衆
教
育
』
民
衆
社
、
一
九
六
八
年
、
一
五
五
八
頁
が
あ
る
。

(
2
)
関
口
三

Z
2
mコロ
m
g
p
bミ
め
忘
ミ
守

N
4
5
F
』ロユ丘町円}回目

町一印件。ユ印
n
F
巾〉印匂巾}内門町

N
C
B

〈
叩
岳
山

-
E
U
∞ロ円。

w
E丘
町
ロ
ロ
弘

司
山
門
凶
白

mom-w-H
申∞
N

・
ω・
ω
∞・

(
3
)
開
コ
ヨ
ロ

ω
R
E
-
町
内
た
ミ
札
口
町
宮
ミ
定
ば
ミ
~
一
凡
一
室
sh
凡さ

SNhRRpms

~山町
F
ミ
8
8室
、
』
ロ
ユ
丘
町
ロ

N
m
-
Eロ
m
(
以
下
』
N
と
い
う
。
)
・
同
由
印
戸

ω・
]
{
N
・

(
4
)
ω
Z
E
-
ぬ・ぬ・

0
・w
ω
-
H
N・

(
5
)
目口問。

H
N
W
Y
Z
F
∞
己
己
ロ
ロ
m凹〈巾吋叫白印凹口口問印円。
n
Z
L凶吋ロ印件関
Z
2・

ω一戸田一三い関山ユ「]{由叶
ω噂

ω・印
N

・

(
6
)
冨
吉
町
『
色
冨
白
己
吋
巾
F
U
S
E
5百円巾
ny門
口
豆
島
巾

ω
n
y丘町噌

北法40(5・6・ト587)1729 



料

口
一
回
路
江
田
氏

8
・
冨
ロ
ロ
門
町
巾

P
E
S
-
ω
・
忠
一

5
1
n
y
t司
己
巾
唱
口
一
巾

ロ
巾
阿
国
。
}
内
門
m
淳
一
色
巾
吋
己
ロ
関
門
町
H

・

ωnyc]巾
w
口
一
印
印
巾
『
門
知
広

o
p
昌一-印・

ω・

∞由・

(
7
)
】
同
町
吋

σロ
円
宮
内
田
巾
由
。
町
内
包
丘
一
門
町
巾
ロ
閉
山
巾
円

F
3・
5
日

H・
ω
E
O

資

ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る

親
の
教
育
の
自
由
の
保
障

親
の
教
育
の
自
由
の
法
的
性
格
お
よ
び
享
受
者

ボ
ン
基
本
法
六
条
二
項
を
根
拠
規
定
と
す
る
親
の
教
育
の
自
由
は
主
観

的
公
権
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
上
直
接
効
力
を
有
す
る
基
本
権
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
れ
は
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
利
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
前

国
家
的
権
利
た
る
自
然
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
親
の
教
育
の
自
由
は
ボ
ン
基
本
法
の
カ
タ

ロ
グ
に
お
い
て
自
由
権
的
基
本
権
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

そ
れ
故
に
こ
の
自
由
は
、
早
く
か
ら
、
積
極
的
に
は
、
親
に
対
し
て
学
校

以
外
の
そ
の
子
ど
も
の
教
育
を
自
由
か
っ
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
行
う
こ

と
を
保
障
し
、
消
極
的
に
は
、
国
家
に
よ
る
親
の
教
育
の
自
由
の
侵
害
に

対
す
る
防
禦
権
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
自
由
の
享
受
者
は
法
律
上
の
親
、
す
な
わ
ち
、
血
族
関
係
の
親
、

(一)

養
父
母
お
よ
び
未
婚
の
母
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
享
受
者
が
そ

の
自
由
を
行
使
す
る
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
親
の
資
格
で
共
同
で
行
う
と

し
て
き
た
が
、
一
九
七
七
年
二
一
月
一
二
日
の
決
定
に
よ
り
、
そ
の
解
釈

を
変
更
し
、
個
々
の
親
が
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

(
1
)
、H
d
g号
吋
宮
白
ロ
ロ

N
I
Cロ
ロ
丹
叩
叶
己
管
一

m
l
H
U自
由
口
出
。
円

Nom-

。
吋
ロ
ロ
仏
相
町
内
山
由
巾
円
N

(
〉
江
町
)
唱
ゎ
・
出
・
切
巾
円

}
F
E∞A
F
W

同州門同・

NN・

(
2
)
〉
認
凶
-

4
・
(
い
白

BHV巾
口
町
白
ロ
印
巾
ロ
・
開
門
N
日
巾
『
ロ
ロ
肉
凹
由
民
門

g
m
ロロ門凶

回
同
由
主

zn}凶巾

ω
n
yロ
]
円
円
間
関
巾
吋
∞

n
y白
P
〈
山
口
門
凶
巾
ロ

y
o巾門
w
h
r
閉山口
4

H)円
巾
円
宮
噂
呂
町
戸

ω
・

2

一

Z
O円
σ
m
ユ
Z
一
m
y
z
g
w
ω
円『
ME--

E
M仏
司
ユ
は
ロ
ロ

mH印司巾
n
y
F
(い
・
国
・
図
。

n
w・]{也∞
ω・岡山内回・

ω∞・

(3)
回
出
口
印
可

2
2
m
w
同
~
な
さ
司
、
町
内
F
F
同門司
Nmmbミ
N-hrNWむ
え
弐

s
h
弐
唱
え

め円

h
N
R
N
F
E・
。
円
巾
の
門
戸
国
ロ
円
山
H

・巾

n
y丹市
w
コ
ミ
ゲ
ロ
ロ
ロ
己
目
叶
除

出
口
目
立
。

Y
E
S
-
ω
・
ω誌
一
切
〈
巾
止
の

HWhpw
印
叶
一
切
〈
巾
止
の
何
品
吋
・

叶
(
)
.

(
4
)
宮
田
口
口

N
1
0ロ
ユ

m
l
国
巾
叶

NOm-
白
・
白
・

0
・

NAH. 

(
5
)
∞
〈
ぬ
止
の
開

HOW
∞
叶
一
回
〈
巾
止
の

H
W
U
H・
NC印・

(6)
∞
〈
巾
止
の
開
品
-
戸
呂
・

(
〉
叶
同
町
)
"
問
己
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ω
親
の
教
育
の
自
由
の
二
重
性

親
の
教
育
の
自
由
は
、
そ
の
行
使
者
で
あ
る
基
本
権
享
受
者
の
親
が
基

本
権
享
受
者
で
あ
る
そ
の
子
ど
も
の
た
め
に
行
使
す
る
、
と
い
う
特
色
を

有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
親
の
教
育
の
自

由
に
つ
い
て
は
、
親
が
一
方
的
に
自
己
決
定
を
行
う
と
い
う
自
由
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
利
益
お
よ
び
保
護
の
た
め
に
決
定
を
行
う

と
い
う
自
由
を
意
味
す
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
右
の
解
釈
は
、
ま
た
、

親
が
そ
の
子
ど
も
を
教
育
す
る
こ
と
は
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も

あ
る
と
定
め
る
ボ
ン
基
本
法
六
条
二
項
の
趣
旨
を
統
一
す
る
解
釈
と
な

る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

西ドイツにおける親の教育の自由

親
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
り
、
親
が
教
育

の
自
由
を
行
使
す
る
場
合
、
二
つ
の
側
面
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
親
は
そ
れ
を
本
来
的
な
親
の
教
育

権
と
し
て
行
使
す
る
側
面
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
親
は
そ
れ
を
子
ど
も
の

固
有
の
権
利
に
配
慮
し
て
行
使
す
る
側
面
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
司
ユ
ロ
。
出
回
巾
ロ
σロ
冨
岨
巴
同
巾
日
吋
巾
ロ

Z

E
司
旧
自
己
目
巾
ロ
ロ
仏

ω円
}gz・

]忘吋∞・

ω・]{吋・

(
2
)
O凹
印

S
E
E
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め
円
』
ザ
ミ
町
凡
さ
河
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内

h
H
E
R
S
F
U
S
O
R
E
H
r
z

〈
句
者
白
}EDm一
(
以
下
U
O〈
と
い
う
)
・

5
コ・

ω
-
g印・

(3)
切
〈
m止
の
開
品
、
F
A山由・吋(}・

(
4
)
、
H，y
o
g山
由
。
℃
宮
コ
出
向

D
F
~〈号、
N
S
h
~♀

g
w、町
内
貯
忌
円

p
g

C
3
S
A
g
-
H
N
h
a
S由
民
、

s
。一事ミ
~
E
h
h
wぎ
き
g
h
s
g
h叫
札
柏
町

切
な
と

NhshhNS、
hN唱
曲
怠
途
切
町
た
と
お
な
お

NNh

。司、
s
h
s
N
E
-

。
c
g
n
y同
巾
ロ
円
U
N
Z
B

印]!・ロ巾
Z
仲
田

ny巾
ロ
』
ロ
ユ
∞
芯
ロ
g-mw(リ
H
C
0
・

同
親
の
教
育
の
自
由
に
対
す
る
制
限

親
の
教
育
の
自
由
の
行
使
も
無
制
限
な
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
他
の
権

利
と
の
関
係
で
制
限
を
受
け
る
と
解
さ
ね
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
親
の
教

育
の
自
由
は
子
ど
も
の
基
本
権
と
の
関
係
、
お
よ
び
国
の
学
校
監
督
権
と

の
関
係
で
制
限
を
受
け
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
点
に
つ

い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

山
子
ど
も
の
基
本
権
に
よ
る
制
限

教
育
の
目
的
が
、
子
ど
も
を
民
主
主
義
社
会
の
一
員
と
す
る
こ
と
、
お

よ
び
子
ど
も
に
対
し
て
社
会
に
お
け
る
自
主
的
か
っ
自
己
責
任
的
な
生
活

態
度
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
広
く
認
識
さ
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
目
的
は
、
ま
た
、
ポ
ン
基
本
法
二

条
一
項
の
「
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
L
5
2
H
N
R
E
Eコ
叶
巾
ぽ

5
a

g
巾ロ印

ny巾
口
当
ロ
丘
一
関
巾
田
正
巳
吉
ロ
m
8
E
q
p
u吋由。口町
nywoX)
に
基
づ
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料

い
て
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
も
と
に
民
法
上
の
「
子
ど
も

の
福
祉
」
(
U
S
百
足
巾
室
、
。
}
己
)
と
い
う
概
念
に
結
び
つ
く
と
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

資

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
子
ど
も
の
福
祉
」
が
親
の
教
育
の
自
由
を
限
界

づ
げ
る
基
準
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い

る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
は
子
ど
も
に
も
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
子
ど
も
は
、
こ
の
権
利
と
の
関
係
で
、
親
に
よ
る
教
育
を
通
じ
て
基

本
権
の
行
使
に
必
要
な
能
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か

ら
、
親
の
教
育
の
自
由
は
そ
の
子
ど
も
の
基
本
権
の
侵
害
に
向
っ
て
で
は

な
く
、
彼
の
基
本
権
の
実
現
に
向
っ
て
行
使
さ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な

る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
親
の
教
育
の
自
由
の
制
限
に
つ
い
て

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
教
育
の
自
由
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
自
己
責
任
の
と

れ
る
人
格
を
形
成
せ
し
め
よ
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
行
使
さ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
以
上
、
未
成
年
者
は
、
そ
の
成
長
に
応
じ
て
、
親
権
か
ら
次

第
に
離
脱
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
親
は
、
そ
の
子
ど
も

に
対
し
て
、
多
く
の
行
為
の
余
地
お
よ
び
固
有
の
決
定
の
自
由
を
容
認
す

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
、
法
令
の
中
に
、
成
年
と
な
る
以
前
に
、
子
ど
も

に
対
し
て
基
本
権
上
の
成
年

S
E
E
z
n
v
g
B音
色
事
岳
)
を
承
認
し
て

い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も
親
の
教
育
の
自
由
を
制
限
し
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
の
基
本
権
上
の
成
年
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
一
九
八
二
年
二
月
九
日
判
決
は
、
子
ど
も
の
成
長
に
し
た
が
っ
て
、
親

の
そ
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
の
役
割
り
は
減
少
し
、
反
対
に
子
ど
も
の

自
己
決
定
の
能
力
は
増
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
右
規
定
は
親
の
教
育
の
自

由
に
対
す
る
抑
制
と
し
て
は
合
理
的
で
あ
っ
て
憲
法
に
反
し
な
い
、
と
判

示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
親
の
教
育
の
自
由
に
対
す
る
制
限
の
ほ
か
、
子
ど

も
の
基
本
権
を
保
護
す
る
た
め
の
国
家
の
干
渉
権
の
行
使
が
制
限
と
し
て

認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
国
家
の
干
渉
権
の
行
使
は
親

が
子
ど
も
に
対
し
て
刑
法
上
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
し
て
い
る

か
、
ボ
ン
基
本
法
六
条
二
項
二
段
に
定
め
る
濫
用
の
制
限
を
越
え
る
行
為

を
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
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町
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F
H
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史
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え

h
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h
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門

b
h
h
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h
h
h
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尽
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罫
円
p
h
s
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a
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認
可
欠
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以
下
Z
』
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と
い
う
。
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唱
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∞
N
W
ω
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E
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∞
ぐ
巾
止
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開
N
F
E
A
R
-
∞
の
E
N
g
・
ω
ω
吋
・

(
2
)
。∞∞

gσ
ロ
E
-
め
町
、
刊
誌
~
町
凡
さ
同
R
F
H
a芯
円
制
作

ω
・
∞
。
吋
一
色
巾
「
凹
・

0
白印

巴
門
巾
ユ
-
n
U
巾
開
口
一
巾
}
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ロ
ロ
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巾
n
y
同
』
H
H
M
ω
一
ロ
ロ
巾
仏
巾
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E
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西ドイツにおける親の教育の自由

関

2
2
N
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U
ロロ
n
w
q
h
w
出
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ω
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E・
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3
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O
U
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s
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h
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R口
町
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民
営
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N
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)
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ω-NN∞・
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冨
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E
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Z
-
z
g
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ω
・
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(
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)
O印印巾ロ
σロ
E
1
0白
凹
巴
広
吋

-wy巾
何
日
一
巾
『
ロ
ロ
mH凹吋巾口
E
-
5
2ロロ巾

門同ぬ由。
E
E
m
H
2
2
8印唱
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印
町
一
富
田
口
口
N
I
ロ
ロ
ユ
m
l
国

R
E
m
-

白・同
-
0・w
回出色・

NN・

(6)
代
表
的
な
法
令
と
し
て
、
一
九
一
一
一
年
の
「
子
ど
も
の
宗
教
教
育

に
関
す
る
法
律
」
が
あ
り
、
同
法
は
宗
教
教
育
の
参
加
に
関
し
て
、

未
成
年
者
に
決
定
権
を
認
め
て
い
る
。

(
7
)
∞
〈
巾
氏
。
何
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Y
ω

∞N
・

(
8
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q
p
h
N
b・
o.、
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ω
2・
由
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広

ω
n
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B
E
E
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回
目
B
Z
F

開-同巾同
1

ロ
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町
門
ロ
ロ
門
目
印
円

}Mc--∞nym印
開
門

N{巾『
Hロロ
mmH・巾
ny門
口
同
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町

内ぽ

B
の吋ロロ門戸
mH22NW
ロ
ロ
ロ
nw免
除

国

c
s
z
o
F
E∞ωwω'NN・

ω
国
の
学
校
監
督
権
に
よ
る
制
限

ボ
ン
基
本
法
七
条
一
項
は
国
の
学
校
監
督
権
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

同
規
定
が
国
の
教
育
権
の
根
拠
規
定
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
は
、
教

育
者
と
し
て
、
独
立
し
て
教
育
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
、
さ
ら
に
、
国

は
、
権
限
の
行
使
に
対
し
て
原
理
的
な
憲
法
律
(
〈
q
p
g
E岡
田
哲

g
c、

と
り
わ
け
寛
容
律
(
吋
。

Z
EロN
関
与
え
)
に
よ
る
拘
束
は
あ
る
も
の
の
、
学

校
教
育
を
通
じ
て
、
固
有
の
教
育
目
的
お
よ
び
教
育
方
法
を
追
究
す
る
権

限
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
国
が
教
育
権
限
を
有
す
る
こ
と
が
憲
法
上

肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
学
校
教
育
を
め
ぐ
っ
て
、
親
の
教
育
の
自

由
が
国
の
教
育
権
限
と
衝
突
す
る
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
両
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
親
の
教
育
の

自
由
は
国
の
教
育
権
限
と
の
関
係
で
ど
の
程
度
ま
で
認
め
ら
れ
、
ど
の
よ

う
な
制
限
を
受
け
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。

右
の
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
は
二
分
論

(ω
告
白
円
三

z
g任
gm)
も
み
ら

れ
た
が
、
今
日
で
は
そ
れ
は
少
数
説
で
あ
り
、
通
説
は
三
領
域
詳
細
(
巴
門
町
一
-

∞
R
a
n
y
-
F
m宵
巾
)
を
と
っ
て
い
る
。
三
領
域
論
は
教
育
の
領
域
を
家
庭
教

育
、
学
校
教
育
お
よ
び
両
者
の
交
差
領
域
の
三
領
域
に
分
け
、
こ
の
う
ち

家
庭
教
育
に
対
し
て
は
親
の
教
育
の
自
由
、
学
校
教
育
に
対
し
て
は
国
の

教
育
権
限
、
両
者
の
交
差
領
域
に
対
し
て
は
親
の
教
育
の
自
由
お
よ
び
国

の
教
育
権
限
が
行
使
さ
れ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
説
に
よ
れ

北法40(5・6・I・591)1733 



料

ば
、
両
者
の
交
差
領
域
に
対
し
て
は
、
親
の
教
育
の
自
由
、
国
の
教
育
権

限
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
方
が
優
位
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、

親
と
国
は
同
等
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
親
と
国
は
、
い

ず
れ
も
、
同
じ
子
ど
も
に
対
し
て
、
同
じ
教
育
目
的
を
実
現
す
べ
く
、
教

育
の
自
由
ま
た
は
教
育
権
限
を
行
使
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ

と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
三
領
域
論
は
、
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
交
差
領

域
に
つ
い
て
、
親
と
国
は
同
等
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
か
ら
、
両
者
が
衝

突
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
一
般
法
律
な
い
し
優
先
権
に
よ
る
解
決

を
行
う
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
人
格
権
を
核
と
し
た
個
別
的
な
ケ

l
ス

毎
の
解
決
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
解
決
の
た
め
に
、
三
領
域
論
は
次

の
よ
う
な
基
準
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
ケ

l
ス
に
お
い
て
普

遍
的
な
教
育
目
的
の
実
現
お
よ
び
国
家
社
会
の
実
現
の
た
め
の
措
置
が
重

要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
親
の
教
育
の
自
由
は
国
の
教
育
権

限
の
下
位
に
位
置
し
、
反
対
に
、
子
ど
も
の
人
格
の
発
展
の
権
利
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
の
教
育
権
限
が
親
の
教
育
の
自
由
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
る
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
右
基
準
に
よ
る
判
断
に
つ
き
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
親
の
教
育
の
自
由
が
学
校
制
度
上
の
措
置
に
よ
っ
て

す
べ
て
に
わ
た
り
拘
束
さ
れ
て
い
る
状
態
に
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
無

理
な
要
求
と
は
い
え
な
い
と
い
う
方
法
で
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
制
限
が
許
さ
れ
る
か
否
か
は
、
国
の
干
渉
の
大
き
さ
に

資

関
す
る
全
体
的
な
考
察
、
干
渉
に
お
け
る
正
当
な
理
由
の
も
つ
重
要
性
と

緊
急
性
の
考
察
に
よ
っ
て
決
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。
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∞
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ボ
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国
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校
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』
阪
大
法
学

八
一
号
、
一
頁
以
下
、
拙
稿
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
国
の
学
校
監

督
』
に
対
す
る
制
約
」
(
北
海
学
園
大
学
法
学
部
編
『
法
学
・
政
治

学
の
動
向
』
北
大
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
)
二
六

O
頁
以
下
が

詳
し
い
。

(
3
)
O
m
Y
8ロ
ぴ
ロ

E
・
ロ
白
∞
巴
丹
巾
吋
]
山
門
町
巾
開
口
ぽ
}
同
ロ
ロ
M

町
田
門
町
内
町
二
百
辺
ロ
ロ
巾

円
凶
ぬ
印
。
吋
己
ロ
門
日

mo由
。
門
N
巾

mwwω
・
]
-
C印

(
4
)
二
分
論
は
、
教
育
の
領
域
を
家
庭
教
育
と
学
校
教
育
に
分
類
し
、

親
の
教
育
権
は
学
校
領
域
に
及
ば
な
い
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の

理
論
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
当
口
町
己
目
。
E
J司巾-

b
h町
河
町
内
』
刊
な
と
ミ
な
お
h

h

叫
町
司
、
司
、
な
お
な
円
骨
誌
な
芯
芯
色
町
』
N

h

叫
ミ
誌

の
芸
誌
円
借

-nhhpuo〈ゆ

5
8・
∞
-
N
ω
が
あ
る
。

(
5
)
。
g
B
E
E
-
九
客
足
~
町

S
N
N
R
P
E
S
F
ω
・∞ミ・

(6)
回
目
ロ
回
国

R
W巾
-
1
出
向
g
白
ロ
ロ
〉
〈

g白
ユ
ロ
タ

ω円
『
百
一
円
巾
円

F
2
・
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}
内
ロ
ロ
門
凶
巾
・
∞
〉
E
b
-
-
Fロ
ロ
ゲ
昨
巾
H
1

目
回
目
ロ
門
戸
回
申
∞
A
Y
ω
・
ω

。Na
日・

(
7
)
∞
〈
巾
止
の
開

ω
h
F
E
N

一
∞
〈
巾
止
の
開
品
、
戸
九
日
町
一

O
印
田
市
ロ

σ忌戸ア

ぬ

-
a・

c.、
ω・
∞
O
∞-

(
8
)
切
〈
巾
止
の
開

ω
h
T
H
品目・

(
9
)
。
旬
開
)
巾
コ
ロ
山
口

p
a・
b
・

o
-
w
h
由申・

(叩

)
Z日巾
}
M
C
巾
タ
白
・
白
・
。
・
・
岡
山
門
凶
・
】
品
目
山
・

(
日
)
∞
〈
巾
吋
向
。
H

W

E一
噂
富
山
・

西ドイツにおける親の教育の自由

学
校
教
育
に
お
け
る
親
の
教
育
の
白
由
の
範
囲

以
上
の
よ
う
な
法
的
性
格
を
有
し
、
制
限
を
受
け
る
と
さ
れ
る
親
の
教

育
の
白
出
は
学
校
教
育
に
対
し
て
ど
の
範
囲
に
ま
で
及
び
う
る
と
解
さ
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
個
人
の
権
利
、
集
団
的
権
利

お
よ
び
宗
教
的
な
権
利
に
分
類
し
て
、
み
て
い
こ
う
。

同

ω
個
人
の
権
利
と
し
て
の
親
の
教
育
の
自
由

親
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
そ
の
基
本
権
の
性
格
か
ら
し

て
、
彼
の
子
ど
も
の
入
学
に
よ
っ
て
生
ず
る
個
々
人
の
国
有
の
権
利
で
あ

る
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
通
説
は
、
彼
の
子
ど
も
個
々
人
が
学
校
教
育

に
関
係
す
る
範
囲
内
で
、
親
は
、
学
校
教
育
の
領
域
に
お
い
て
、
参
加
権

お
よ
び
防
禦
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

学
校
教
育
に
よ
っ
て
個
々
の
子
ど
も
の
基
本
的
人
権
の
侵
害
が
生
じ
た
場

合
、
親
は
、
子
ど
も
の
受
託
者
(
叶
日
昼
間
口
骨
吋
)
と
し
て
、
教
育
の
自
由

を
行
使
し
う
る
余
地
が
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
。
凹
印
巾
ロ

σロ
豆
、
口
出
回
巾
}
芯
円

-wy巾
何
日
町
内
町
ロ
ロ
何
回
円
。

n
z
-
B
巴
ロ
ロ
巾

円

Y
W
由
。
吋
ロ
ロ
門
ぽ

2
2
N巾
m
y
ω
・
由
、
『
・

(
2
)
O匂
句
。
口
出
血
ロ

P
R
N・
Q
・

C.、
(

U

∞h
p

・

ω
集
団
的
権
利
と
し
て
の
親
の
教
育
の
自
由

親
の
教
育
の
自
由
は
、
子
ど
も
が
入
学
す
る
こ
と
に
よ
る
一
つ
の
社
会

へ
の
入
会
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
、
一
定
の
集
団
的
な
モ
メ
ン
ト
を
有
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
社
会
に
お
い
て
、
親
は
、
彼
の
子
ど
も
の
所
属
す

る
ク
ラ
ス
な
い
し
学
校
の
生
徒
す
ぺ
て
の
た
め
に
、
共
同
し
て
、
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
お
よ
び
す
べ
て
の
親
の
協
力
を
必
要
と
す
る
問

題
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
が
こ
の
場

合
に
お
い
て
行
う
協
働
に
関
す
る
権
能
の
行
使
が
親
の
教
育
上
の
集
団
的

な
権
利
の
行
使
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
問

題
は
、
こ
の
よ
う
な
親
の
教
育
上
の
集
団
的
な
権
利
、
す
な
わ
ち
協
働
決

定
権
(
冨
吉
三
件

5mm『巾
n
y同
)
の
憲
法
上
の
根
拠
規
定
を
ボ
ン
基
本
法
六

条
二
項
一
段
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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料

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
協
働
決
定
権
が
右
規
定
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
解

す
る
説
は
少
数
説
で
あ
り
、
通
説
お
よ
び
判
例
は
、
右
規
定
が
親
に
対
し

て
認
め
る
権
利
は
影
響
を
与
え
る
権
利
ま
で
で
あ
っ
て
、
参
加
権
(
、
『
巾
口
-

zzzny丹
)
ま
で
も
認
め
る
も
の
で
な
い
以
上
、
協
働
決
定
権
の
狼
拠
規

定
と
は
な
ら
な
い
、
と
解
し
て
い
る
。
否
定
説
が
ポ
ン
基
本
法
六
条
二
項

一
段
は
参
加
権
を
認
め
な
い
と
解
す
る
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

倒
々
の
親
が
彼
の
教
育
の
自
由
を
共
同
で
行
使
す
る
こ
と
は
ボ
ン
基
本

法
六
条
ニ
項
一
段
の
下
で
も
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
個
々

の
親
の
そ
の
教
育
の
自
由
が
、
独
立
し
た
も
の
と
し
て
、
集
団
的
な
親
の

権
利
の
行
使
と
い
う
形
で
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
集
団
の
中

に
お
い
て
多
数
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
親
が
少
数
の
親
の
教
育
の
自
由
を

制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
個
々
の
親

の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
ボ
ン
基
本
法
六
条
二
項
一
段
は
個
々
人
の
自
由

を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
集
団
的
権
利
、
す
な
わ
ち
参
加
権
の
行

使
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
り
、
通
説
は
、
親
の
団
体
に
対
し
て
、
教
育
行

政
に
関
す
る
一
定
の
権
限
を
賦
与
す
る
こ
と
を
国
は
義
務
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
親
が
協
働
決
定
を
行
う

機
関
お
よ
び
制
度
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
国
が
根
拠

な
し
に
そ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
お
よ
び
代
償
な
し
に
そ
の
権
限
を
剥
奪
す

資

る
こ
と
を
許
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
集
団
的
権
利
を

保
障
す
る
か
否
か
は
ラ
ン
ト
憲
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

(
1
)
。
∞
∞
巾
ロ
ヴ
ロ
匡
酒
田
・
向
。
・
・

ω・由、吋・

(
2
)
河川凶

5
5仏
当

-
E
s
q
-
b
g
凡

vq込尼崎。
h
R
P
町
阿
川
容
さ
お
円
FF

ロ
。
〈
w

H

申∞-戸

ω・∞
H

0

・N
・

(3)
虫
色
N
巾
・
ぬ
-

h

N

・
C
・-∞

-
E印∞一
C
H】
℃
巾
吋
自
由
ロ
P
関口

}
E
2
2
'

ポ弓白

z
s
m
m円
巾
門
戸
]
。
・
∞
-
冨
o
y叶
(
可
出
口
}
盟
各

R
W
)
・

zs-
∞-

N

宏
一
回
〈
巾
止
の
開

ωhH
・
5
印・

(
4
)
F
F
5
5白ロ
P
U
N
K
N
w
h
S
ミミ
s
h
h同町
h

h
遣
潟
、
h
h
h
h
H
N
R円

bs

岡山内町、器、町内
P
R
“
冶
、
込
町
町
九
同
町
込
町
p
m

ミ
mH
ミ
込
N
S
h
S
号、

~引事ミ
m-
〉
司
岳
山
〈
門
凶
巾
田

α内向巾ロ己一円
F
g
m
m
n
y
g
(以
下
〉
O
H
N

と

い
う
。
)
咽
]
{
坦
∞
0

・
ω・
印
印
由
一

z-mvcmmF
白・出・

0
・・
H
N
a
・印∞・

(5)

ヨ
-zw
出・白・

0
・ム・

H
E・
g
・

ω
宗
教
的
な
権
利
と
し
て
の
親
の
教
育
の
自
由

ボ
ン
基
本
法
七
条
三
項
一
段
が
宗
教
教
育
を
正
課
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
親
の
教
育
の
自
由
は
、
学
校
教
育
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
宗
教
教
育

に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
教
育
は
信
教
の
自
由
の
問
題
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
宗
教
教
育
に
関
す
る
親
の
教
育
の
自
由
の
行
使
は
宗
教
教
育
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に
つ
い
て
の
決
定
権
(
子
ど
も
を
宗
教
教
育
に
参
加
さ
せ
る
か
否
か
、
参

加
さ
せ
る
と
す
れ
ば
ど
の
宗
派
の
宗
教
教
育
に
参
加
さ
せ
る
か
の
決
定
)

と
し
て
行
使
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
決
定
権
は
ボ
ン
基
本
法
四

条
一
項
お
よ
び
二
項
の
信
教
の
自
由
の
保
障
と
も
結
び
つ
く
権
利
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
権
利
は
、
親
が
、
固
に
対
し
て
、
一

定
の
宗
派
的
な
い
し
世
界
観
的
な
特
色
を
有
す
る
学
校
の
設
置
を
要
求
す

る
が
如
く
積
極
的
な
権
利
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
少
数

者
の
保
護
を
国
家
が
義
務
づ
付
ら
れ
て
い
る
と
い
う
如
く
消
極
的
な
権
利

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
決
定
権
に
つ
い

て
は
、
ボ
ン
基
本
法
七
条
二
項
が
具
体
的
に
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る。

西ドイツにおける親の教育の自由

(
1
)
回
〈
巾
止
の
H
w
h
F
Y
A
E
一
回
〈
巾
止
の
何
日
一
Y
N
ω

印・

(
2
)
回
〈
巾
止
の
何
台
-

K

H

∞・

(
3
)
各
ラ
ン
ト
の
法
律
は
、
こ
の
権
利
の
保
障
の
た
め
に
、
権
利
行
使

の
た
め
の
手
続
き
、
権
利
行
使
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等

に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
て
い
る
(
河
包
口
町
白
丘

ω
n
F
5
0巾門付巾「

ロ巾同

-
m巾
ロ
柱
。
口
出
口
口
昨
巾
H

・H・-
n
y
?
F
c
n
F
4げ巾一「町田口門戸]{申出印・

ω・叶一
W
E

∞0
・

H
C
品・)。

四

J、、

ア

ン

ヴ
ーエ
おル
ア
教.
ノ
育ベ

2笠
宮拘
25 E 
T け
V~ る

範
囲

付
ラ
ン
ト
憲
法
に
よ
る
親
の
教
育
の
自
由
の
保
障

パ

l
デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
は
、
他
の
多
く
の
ラ
ン
卜
憲
法

と
同
様
、
親
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
、
多
く
の
条
項
を
有
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
条
一
項
は
直
接
親
の
教
育
の
自
由
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ

の
自
由
に
つ
い
て
の
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
条
項
が
、
ラ

ン
ト
憲
法
は
、
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
ボ
ン
基
本
法
の
保
障
す
る
基

本
的
人
権
を
す
べ
て
受
け
入
れ
る
と
定
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
ボ
ン

基
本
法
六
条
二
項
の
親
の
教
育
の
自
由
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
の
教
育
代
表
者
と
並
べ
て
親
を
責
任
あ
る
教
育
代
表
者
と
し
て
位
置

づ
け
る
一
二
条
二
項
も
親
の
教
育
の
自
由
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
条
項
は
親
の
教
育
に
つ
い
て
は
義
務
的
性
格
を

強
調
し
て
お
り
、
ど
の
程
度
権
利
的
性
格
を
有
す
る
か
は
明
ら
か
に
し
て

い
な
い
、
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
同
条
項
か
ら
親
の
教
育
の
自
由
が
主
観

的
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
導
き
出
し
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

私
立
学
校
制
度
に
関
し
て
定
め
て
い
る
一
五
条
三
項
も
親
の
教
育
の
自
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由
を
保
障
す
る
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
特
に
、
同
条
項

が
、
子
ど
も
の
学
校
の
種
類
の
選
択
権
(
公
立
学
校
か
私
立
学
校
か
の
決

定
権
)
を
親
に
対
し
て
保
障
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
同
条
項
は
ボ
ン
基

本
法
六
条
二
項
一
段
に
内
在
し
て
い
る
権
利
内
容
の
一
つ
を
特
に
具
体
的

に
示
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
項
は
、
公
立
学

校
に
は
な
い
宗
教
上
・
世
界
観
上
の
特
色
を
持
つ
私
立
学
校
と
い
う
も
の

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
教
的
な
権
利
と
し
て
の
親
の
教
育

の
自
由
の
一
部
を
保
障
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
同

条
項
に
対
し
て
は
、
親
の
宗
教
上
お
よ
び
世
界
観
上
の
法
的
地
位
の
考
慮

を
促
進
す
る
規
範
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
評
価
も

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
な
権
利
と
し
て
の
親
の
教
育
の
自
由

に
つ
い
て
広
く
保
障
し
て
い
る
の
が
、
宗
教
教
育
に
関
す
る
親
の
決
定
権

に
つ
い
て
定
め
た
一
八
条
三
段
で
あ
り
、
同
条
項
は
ボ
ン
基
本
法
七
条
二

項
が
保
障
し
て
い
る
基
本
権
を
ラ
ン
ト
憲
法
も
唱
っ
た
規
定
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

資

一
七
条
四
項
は
学
校
教
育
に
お
け
る
親
の
共
同
社
会
的
・
代
表
制
的
な

性
格
を
有
す
る
協
働
決
定
権
を
保
障
し
た
規
定
で
あ
る
。
こ
の
協
働
決
定

権
は
、
既
述
の
如
く
、
ボ
ン
基
本
法
に
根
拠
を
有
す
る
権
利
で
は
な
い
と

解
さ
れ
て
お
り
、
ラ
ン
ト
憲
法
上
の
権
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
権
利
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
は
ラ
ン
卜
の
立
法
者
が
有
す
る
こ

と
と
な
る
が
、
こ
の
権
利
は
具
体
的
権
利
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立

法
者
は
、
親
の
代
表
者
に
よ
る
協
働
決
定
に
つ
い
て
の
立
法
を
行
う
こ
と

を
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
権

利
に
よ
り
、
選
挙
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
親
の
団
体
が
保

障
さ
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

協
働
決
定
権
の
保
障
に
よ
り
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
親
の
代
表

は
、
協
働
決
定
機
関
に
お
い
て
、
聴
聞
権
(
〉
吾
α門
口
口
問
凹
百
円
伊
丹
)
、
異
議
申

立
権
(
∞

8
5
S
E
E
m由円巾円
F
H
)

お
よ
び
情
報
を
得
る
権
利
(
同
巳

2
・

5
白
色
O
ロ
印
可
巾
門
町
円
)
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
協
働

決
定
権
の
行
使
も
、
無
制
約
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
制
限
を
受
け
る
と

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
は
、
こ
の
権
利
の
行
使
が
個
々
の
親

の
持
つ
教
育
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
第
二
に
は
、
そ
れ

は
ボ
ン
基
本
法
七
条
一
項
に
根
拠
を
有
す
る
国
の
学
校
監
督
権
と
の
間
で

調
整
が
図
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
三
に
は
、
協
働
決
定
し
た

こ
と
が
他
の
教
育
関
係
者
の
基
本
的
人
権
を
制
限
な
い
し
侵
害
す
る
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
第
四
に
は
、
協
働
決
定
が
生
徒
の
自
己
発
展
の
権

利
お
よ
び
教
育
を
う
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
制
限
で
あ
る
。

な
お
、
一
六
条
三
項
は
学
校
の
宗
派
的
性
格
に
つ
い
て
親
を
含
め
た
協

議
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
同
条
項
も
親
の
協
働
決
定
権
に
つ
い
て
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定
め
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

西ドイツにおける親の教育の自由

(
1
)
司
同
三

ω巾回目)匂一
ul
出
向
号
巾
江
田
c
n
F
2
2
R司
H
I
E
m口出回ロロ
m，
E
ロN
-

ω円
宮
町
内
n
Z
(切
包
2
・4
司ロ
2
R
B
σ
q
m
)
w
F
R宮
巾
門
町
田
口
仏

L
由∞

H・

H・
--NH・
以
下
、
パ

1
デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
教
育
法

令
に
つ
い
て
は
同
書
に
よ
る
。

(
2
)
同
]
出
口
印
回
門
出
口
P

問
。

B
B巾ロ
E
円
N
E
「
ぐ

R
F
E
E
d
m
内同町田

E
E
g
∞
包

2
・
当
ロ
ス
門
巾

B
Z括
(
〉
江
戸
N
)

日
O
R
Z担
巴
∞
p

m仏
.

N
出

(
3
)
己
主
岳
〉
・
者
{
]
}
巾
・

0
-巾
む
巾
g
o官
同
H
E
R
E
m
仏
q
P
Y
E
-巾
w

同){印印巾ユ一白色
O
ロ・]{坦吋一
γω
・
]E]「

(4)

∞E
ロ
P
白
血
-C-w
河己

-
E
-

(
5
)

一
八
条
三
段
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
「
宗
教
教
育
お
よ
び
宗
派

的
行
事
の
参
加
は
教
育
権
者
の
意
思
表
示
に
よ
る
も
の
と
し
、
宗
教

教
育
を
行
う
か
否
か
は
教
師
の
意
思
表
示
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
」

(
6
)
凶

Eezp
白・白
-
O
J
(
〉
ユ
-
H
3
・
河
仏

Nω
ム

(
7
)

ヨ
FW
同・白目

0
・wω
目

5

(
8
)
∞
E-zp
白
血
。
・
・
(
〉
ユ
・

5)w
見己目
M
叶
l

由・

(
9
)
同
条
項
に
よ
れ
ば
、
国
民
学
校
の
宗
派
的
性
格
に
疑
問
の
余
地
が

生
じ
た
場
合
、
親
、
教
師
、
国
お
よ
び
宗
教
団
体
の
間
で
審
議
を
行

う
と
し
て
い
る
。

ラ
ン
ト
法
に
よ
る
親
の
教
育
の
自
由
の
行
使
の
保
障

ボ
ン
基
本
法
お
よ
び
ラ
ン
ト
憲
法
の
親
の
教
育
の
自
由
の
保
障
を
具
体

化
し
て
い
る
の
が
ラ
ン
ト
法
で
あ
る
。
特
に
学
校
法

(ω
円『己
m
g巾門
N
E円

∞白色
g
a巧
ロ
ユ
Z
B
σ
q
m
)
が
親
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
詳
細
に
定
め
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
同
法
を
中
心
に
、
親
の
教
育
の
自
由

の
保
障
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ

〉フ。 (二)(
1
)
以
下
、
同
法
に
つ
い
て
は
、

ω巴℃匂

1
出
o
n
E
Z芹
R

I
ヲ
-
S
F

出
血
・

0
・・

N-H-H
に
よ
る
。

川
教
育
課
程
決
定
権

連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
よ
れ
ば
、
親
の
教
育
の
自
由
の
核
と
な
る
の

は
、
子
ど
も
の
学
歴
を
決
定
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
、
教
育
課
程
を
決

定
す
る
権
利
(
巴
g
m
R宮
白
丘
∞
虫
色
5
5
5
m
巳

B
E
E
S
m
2
1巾
唱
団
)

で
あ
る
。
こ
の
教
育
課
程
決
定
権
は
、
ボ
ン
基
本
法
二
条
一
項
、
三
条
一

項
(
法
の
下
の
平
等
)
、
ニ

O
条
一
項
(
社
会
国
家
)
、
ラ
ン
ト
憲
法
一
一

条
(
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
う
け
る
権
利
)
お
よ
び
学
校
法
七
二
条
(
就

学
義
務
)
を
法
的
根
拠
と
す
る
、
若
者
個
々
人
の
能
力
を
発
達
さ
せ
る
権

利
お
よ
び
個
々
人
の
教
育
関
心
を
発
達
さ
せ
る
権
利
を
含
む
と
こ
ろ
の
教
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料

育
の
機
会
均
等
と
一
致
す
る
権
利
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
親
に
よ
る

こ
の
権
利
の
行
使
は
、
子
ど
も
の
教
育
の
機
会
均
等
の
実
現
の
た
め
に
、

親
が
代
理
し
て
行
う
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
教
育
の
機
会
均
等
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

親
の
教
育
課
程
決
定
権
に
つ
い
て
、
一
般
論
と
し
て
は
、
そ
れ
が
親
の
求

め
る
教
育
制
度
の
創
設
を
要
請
す
る
権
利
ま
で
も
含
む
も
の
で
は
な
く
、

現
存
す
る
公
教
育
制
度
の
枠
内
で
の
参
加
権
を
保
障
す
る
権
利
で
あ
る
と

解
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

資

(
1
)
回
〈
巾
止
の
何
回
∞

-
b
一
回
〈
巾
止
の
開

ω
λ
F
E
M
同
旨
、
出
向
日

回
日
付

2
1
国

qヨ
印
ロ
ロ
〉
〈
巾
口
出
ユ

5
w
ω
n
y巳
『
巾

n
F
g
rロ
ロ
仏
ク
品
.

〉
丘
一

-
w
F
c
n
y
R門
町
同
ロ
門
戸
呂
∞

AYω
・
ω云
ふ

(
2
)
目白
m
o
E
n『
Z
F
同
耐
え
巾

E
同
N
C
B

臼
'
ロ

g
M丹
田
円
}
戸
巾
ロ
』
ロ
円
一
色
巾
H

f

g
m
-
n・
出
回
巾

nw・
5
呂

-
E
N吋
一
、
H
，F
。
B
白
由
。

u
u
q
g印ロロ唱

。
己

g
n
Z巾ロ

(
U
N
Z
B

臼・

0
巾己丹印

n
y巾
ロ
』
C
H・-
2巾ロ
g
m
-
わ
国
・

回目

nrw]{由叶
AY
わ
∞
由
自
由
同
・

(
3
)
回
〈
巾
え
の
開

ωωwω

。ω

制
基
礎
学
校
に
お
け
る
親
の
教
育
課
程
決
定
権

学
校
法
五
条
は
、
四
年
間
の
基
礎
学
校
の
就
学
期
間
を
す
べ
て
の
子
ど

も
に
共
通
す
る
教
育
期
間
と
し
て
い
る
。
基
礎
学
校
の
就
学
期
間
を
す
べ

て
の
子
ど
も
に
共
通
す
る
期
間
と
す
る
理
由
は
、
基
礎
学
校
が
社
会
生
活

に
参
加
し
て
い
く
た
め
の
基
本
的
な
精
神
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
国
民
像
と
い
え
る
も
の
を
印
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

基
礎
学
校
段
階
で
の
親
の
教
育
課
程
決
定
権
に
関
し
て
は
、
通
学
区
域

が
設
定
さ
れ
て
い
る
中
で
、
通
学
区
域
外
の
学
校
を
選
択
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
学
校
法
七
六
条
二
項
が
、
親
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
、
通
学
区
域

外
の
学
校
の
就
学
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
定
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
親
は
、
通
学
区
域
外
の
学
校
の
選
択
に
つ
い
て
の
裁
量
権
を
法
的
に

有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ま
た
、
就
学
に

つ
い
て
は
、
当
該
通
学
区
域
の
生
徒
が
優
先
権
を
有
し
て
い
る
以
上
、
通

学
区
域
外
の
子
の
親
が
希
望
す
る
学
校
の
収
容
能
力
が
限
界
に
達
し
て
い

る
場
合
、
親
の
裁
量
権
の
行
使
は
制
限
さ
れ
、
当
局
が
申
立
て
を
拒
否
す

る
こ
と
は
適
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
1
)
O
H
)匂巾吋
H
H
戸白ロ
P

N

W

た
h
N
R芯

A
W
E
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回
巾
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ロ
ロ
mml
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∞
〉
ロ
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・
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件
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色
町
。
『
ロ
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H
U
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wω
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(
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E
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』巧

L
s
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ω
2
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西ドイツにおける親の教育の自由

似
上
級
学
校
選
択
権

子
ど
も
の
学
歴
を
決
定
づ
け
る
教
育
課
程
決
定
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重

要
と
な
る
も
の
が
上
級
学
校
の
選
択
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
親
の
上
級

学
校
選
択
権
に
つ
い
て
は
、
ボ
ン
基
本
法
六
条
二
項
一
段
の
親
の
教
育
の

自
由
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
ラ
ン
ト
学
校
法
八
八
条
が
こ
の
権

利
を
さ
ら
に
具
体
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
一
項
は
、

親
は
教
師
と
の
協
議
に
基
づ
い
て
上
級
学
校
の
選
択
を
す
る
自
由
を
有
す

る
と
定
め
て
い
る
。
同
条
項
の
親
の
学
校
選
択
権
は
積
極
的
な
自
由
(
℃
0
・

由主

2
P
a
z
-
Cを
意
味
す
る
。
他
方
、
同
条
二
項
は
、
国
は
上
級
学
校

の
進
学
に
つ
い
て
許
可
条
件
を
設
定
す
る
権
限
を
有
す
る
と
定
め
て
い

る
。
同
条
項
は
国
に
選
抜
権
限
が
あ
る
こ
と
を
示
す
規
定
で
あ
る
が
、
こ

の
選
抜
権
限
は
消
極
的
な
権
限
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

同
条
項
に
よ
り
、
親
の
上
級
学
校
選
択
権
は
国
の
選
抜
権
限
と
の
関
係
で

の
み
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
。
親
の
上
級
学
校
選
択
権
が
国
の
選
抜
権
限
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
国
の
定
め
る
許
可
条
件
が
、
一
方
で
は
、
進
学
後

に
そ
の
生
徒
に
対
し
て
行
わ
れ
る
授
業
に
お
い
て
、
当
該
生
徒
の
能
力
に

要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
一
円
疋
の
最
低
基
準
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
、
他
方
で
は
、
許
可
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
子
ど

も
の
教
育
を
代
理
す
る
と
い
う
意
味
で
、
生
徒
を
し
て
、
そ
の
素
質
お
よ

び
能
力
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
を
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

消
極
的
な
選
抜
権
限
を
越
え
て
、
国
が
積
極
的
な
選
抜
を
行
う
こ
と
は
、

親
の
教
育
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
殺
の
上
級
学
校
選
択
権
は
必
要
以
上
に
制
限
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
、
親
が
誤
っ

た
選
択
権
の
行
使
を
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
甘
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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2
印w

出
血
・

0
唱

ω・
ω
C
印
一
寸
}
凶
巾
。
仏
。
吋

沼
田
口
口

N
i
の
口
三
角
。
母
一

m
l
m
o
B出
口
出
巾
吋

NOm-
。

E
E
-

m巾印巾門
N

(

〉
ユ

-AUwn・
出
回
巾

n
w
w
E∞A
F
W

河内同・
N

吋・

(2)
巴
え
・
仏
巾
凹
切
〈

R
5
4
0
5
品
・
ロ
・

5
叶

N
W
Z
』当
w
5
3
w
ω

]{ω品・

(
3
)
♀
ユ
住
吉

g
R
n
F
め

-hghh与
問

M
W
P
R
S
C
F
h
p

玄
長
電
ー

内
礼
町
内
否
問
、
司
、
町
m
b
s円
忠

実

同

町

N
F同
ミ
ミ
、
同
町
M
N
F
U
C
〈唱

H
U
叶
坦
w

∞-
N
叶

印

一

同
g
c
m
ω
n
y
t
Z円
N
W
P

て
ミ
刊
号
室
s
h同
司
、
町
内
F
ミ
杭
与
問
、
司
、
。

~v目
町
さ
町
、

s

h
円
九
円
同
時
、
芝
、

mnpひ
S
H
U
h
b
ミ
s
g
m
M
4・
河
町

n
y同
円
四
四
円
』

c
m叩
ロ
門
日
ロ
ロ
門
田
己

2

目
5
5
m印豆、巾印巾
E
W
(以
下
河
内
己
切
と
い
う
。

)
w
E
F
ω
・
3
・

(
4
)
己
ユ
・
骨
∞
∞
〈
巾
広
0
5
5
∞
・
ロ
・

5叶
N

・
2
』者
-
E
3・
ω

zhH・
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
市
川
須
美
子
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け

る
教
育
憲
法
裁
判
の
展
開
L

(

法
律
時
報
一
九
八
二
年
一

O
月
号
)
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料

五
六
|
八
五
頁
に
紹
介
が
あ
る
。

資

判
特
殊
学
校
に
つ
い
て
の
決
定
権

学
校
法
一
五
条
は
精
神
的
お
よ
び
肉
体
的
な
障
害
を
有
す
る
子
ど
も
の

た
め
の
特
殊
学
校
の
設
置
に
つ
い
て
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
特
殊
学
校

制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
の
中
で
、
学
校
監
督
庁
は
障
害
を

有
す
る
子
ど
も
に
対
し
て
、
そ
の
障
害
に
応
じ
た
特
殊
学
校
を
指
定
す
る

が
、
そ
の
指
定
が
親
の
意
に
反
し
た
場
合
、
親
の
決
定
権
の
侵
害
に
な
る

か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
連
邦
行
政
裁
判

所
は
、
子
ど
も
の
成
長
を
促
し
、
彼
を
援
助
す
る
と
い
う
国
の
任
務
は
子

ど
も
の
人
格
権
(
司
q
m
o巳
W
Y
W
包

g
z
n
E
)
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
子
ど
も
に
対
す
る
特
殊
学
校
の
指
定
は
こ
の
範
囲
内

の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
親
の
決
定
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
い
え

な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。

(
1
)
切
巾
印

n
y
Eロ
仏
巾
凹
∞
〈
巾
吋
君
。

4
0
5
N由
・
ロ
・

5
印∞
-
U
O〈・

5
g・

ω-Mω

。
ω
私
立
学
校
の
選
択
権

ボ
ン
基
本
法
が
公
立
学
校
制
度
と
並
ん
で
私
立
学
校
制
度
の
存
在
を
認

め
て
い
る
こ
と
は
七
条
四
項
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
に
は

私
立
学
校
の
選
択
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
権
利
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
特
に
基
礎
学
校
の
段
階
に
お
い

て
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
と
っ
て
共
通
な
教
育
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と

か
ら
明
ら
か
と
な
る
制
限
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
制
限
の
趣
旨

は
ボ
ン
基
本
法
七
条
五
項
の
私
立
国
民
学
校
の
設
置
に
閣
す
る
加
重
要
件

(
特
別
の
教
育
的
利
益
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
教
育
権
者
の
申
立
て
に
よ

り
、
共
同
学
校
、
単
一
宗
派
学
校
、
も
し
く
は
、
世
界
観
の
学
校
と
し
て

設
立
さ
れ
る
こ
と
、
市
町
村
内
に
同
種
の
公
立
国
民
学
校
が
存
在
し
な
い

こ
と
)
お
よ
び
七
条
六
項
の
予
備
学
校
の
禁
止
の
中
に
み
い
出
さ
れ
る
、

と
解
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
Z
2
w色
HI
〉
〈
巾
ロ
阻
止
ロ
印
噂
同
・
白
・

0
・・

ω・
ω室
・

(
2
)
C
U匂
巾
司
自
由
ロ

P
h
H・
a-
。

Jω
・
叶
申
由
・

(
3
)
m，E
N
O印
印
巾
ロ

σロ
E
・
。
白
印
巾

-R
ユ-ny巾
明

日

-mzz口
問
的
門
巾
円
}
同
門

-B

ω』
ロ
ロ
ぬ
己
何
回
。

E
ロ
仏
関
巾
印
。
同
N
巾
少
ロ
ロ
ロ

n
w
q
h
w
出
口

B
Z
o
F
E∞Y

ω
・]{N
∞・

ω
学
校
に
対
す
る
親
の
権
利
の
行
使

子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
共
通
の
目
的
を
実
現
す
べ
く
学
校
と
家
庭
と
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が
意
義
あ
る
協
働
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
両
者
の
間
の
相
互
理
解
を
促
進

さ
せ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
相
互
理
解
の
実
現
が
、
一
方
で
は
、
学
校
固
有

の
任
務
で
あ
る
教
育
を
鼓
舞
し
う
る
可
能
性
を
持
た
せ
、
他
方
で
は
、
学

校
教
育
上
生
ず
る
出
来
事
に
つ
い
て
組
織
的
に
提
案
し
て
い
く
可
能
性
を

得
る
た
め
に
包
括
的
に
情
報
を
入
手
す
る
可
能
性
に
道
を
聞
く
こ
と
に
な

る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
ボ
ン
基

本
法
六
条
二
項
一
段
に
由
来
す
る
ラ
ン
ト
憲
法
二
条
一
項
お
よ
び
学
校
法

五
五
条
一
項
(
親
の
教
育
の
自
由
)
に
基
づ
い
て
、
親
の
教
育
任
務
の
遂

行
に
重
要
と
な
る
す
べ
て
を
含
む
と
こ
ろ
の
親
の
通
知
の
権
利
(
ロ

S

FMn宮
田
正

C
E
R
ユn
y
Zロ
ぬ
)
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

通
知
の
権
利
の
内
容
と
し
て
、
学
校
の
任
務
に
か
か
わ
る
限
り
で
、
内
容

上
、
方
法
上
お
よ
び
教
育
上
の
見
解
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
た
り
、
外
部

組
織
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
権
利
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ら
と
の

関
連
に
お
い
て
、
生
徒
に
関
す
る
記
録
、
試
験
の
記
録
お
よ
び
そ
の
他
の

基
本
的
資
料
に
つ
い
て
閲
覧
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
、
と
解
さ
れ
て
い

る。
学
校
教
育
を
す
す
め
て
い
く
上
に
お
い
て
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、

生
徒
の
家
庭
状
況
を
照
会
す
る
学
校
の
任
務
お
よ
び
各
家
庭
自
身
の
教
育

に
関
す
る
調
査
回
答
を
受
け
と
る
学
校
の
任
務
も
ま
た
学
校
と
家
庭
と
の

聞
の
一
致
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
対
話
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
親
の
聴
聞

お
よ
び
対
話
(
冨
宮
℃
E
n
y巾
)
の
権
利
も
前
述
し
た
条
項
か
ら
導
か
れ
る

こ
と
に
な
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
権
利
の
保
障
に
よ
り
、
す
べ
て

の
親
は
、
学
校
に
対
し
て
、
彼
自
身
で
、
抗
議
、
願
望
、
提
案
、
期
待
お

よ
び
配
慮
と
い
う
点
で
、
意
見
を
申
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
個
々
の
親
が
、
そ
の
時
々
に
、
行
う
こ
と
に
な

れ
ば
、
学
校
の
任
務
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
が
生
ず
る
こ
と
か
ら
、
学
校
が
、

そ
れ
ら
を
学
校
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
統
一
す
べ
く
、
面
会
時
間
お

よ
び
面
会
日
を
設
定
す
る
こ
と
は
親
の
権
利
の
侵
害
と
は
な
ら
な
い
、
と

解
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
ラ
ン
ト
憲
法
二
条
一
項
お
よ
び
学
校
法
五
五
条
一
項
に
よ

り
、
親
に
は
通
知
の
権
利
、
聴
聞
お
よ
び
対
話
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
と

解
さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
項
に
お
い
て
親
の
聴
講
権
(
図
。
昌
広
丘
一
。

g'

g
n
F
C
に
つ
い
て
の
定
め
が
な
い
こ
と
か
ら
、
右
権
利
は
ボ
ン
基
本
法
六

条
二
項
一
段
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
プ
レ

l
メ
ン
州
に
お
い
て
争
わ
れ
て
お
り
、
同
州
の

学
校
法
が
学
校
に
お
け
る
親
の
聴
講
を
一
定
の
条
件
の
下
で
認
め
る
と
定

め
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
子
ど
も
の
親
が
聴
講
権
を
制
限
す
る
学
校
法

は
ボ
ン
基
本
法
六
条
二
項
一
段
違
反
に
な
る
と
し
て
訴
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
親
の
情
報
を
得
る
権
利

北法40(5・6・I・601)1743 



料

(
H
E
R
B
E
t
c
ロ
印
円
m
n
y
丹
)
は
、
単
に
、
親
と
教
師
と
の
聞
に
お
い
て
個
々

に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
と
い
う
範
囲
で
情
報
の
交
換
を
行
う
と
い
う
意
味

の
権
利
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
学
校
に
よ
り
継
続
的
に
与
え
ら
れ

る
情
報
が
子
ど
も
に
と
っ
て
は
不
利
に
作
用
す
る
場
合
、
親
の
情
報
を
得

る
権
利
は
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
ボ
ン
基
本

法
六
条
二
項
一
段
を
聴
講
権
の
根
拠
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。

資

(
1
)
切
〈
巾
え
の
開
ω
h
r
H
∞ω・

(2)
。
ぐ
の
同
o
Z巾
ロ
N
W
U
O
〈
-
H
小
山
町
一
Y
ω
印
印
ω
・

(
3
)
C叶
m
z
g
司
巾
『
ロ
巾
門
出
血
ロ
P

む
な
N
W
町、hN内定
s
h
h
同
町
M
h
ミ
ミ
品
川
町
師
向
H
N
i

~凡円hN司司N同~同町困、芯司、同町MNH師、九回、hHmmm~町内之町内同日町』hhHNt凡込ミ曲目hs

h同町司、め町市山ミ~hw
〉
O同州場

-
h
X
山。唱ω・印品ω・

(
4
)
明
各
ロ

2
6ロ
p
b
-
h
N
・
C
・
冶
∞
巴
ω

(
5
)
司
早
口
巾
自
由
ロ
P
む

-
h
N
・
。
J
m
-
印
品
目
・

(
6
)
∞
〈
巾
止
の
何
日
市
Y
ω
品
。

ω
殺
の
協
働
決
定
権

既
述
の
ご
と
く
、
親
の
協
働
決
定
権
は
ボ
ン
基
本
法
六
条
二
項
一
γ
段
か

ら
は
導
か
れ
ず
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
根

拠
と
す
る
権
利
で
あ
る
、
と
解
す
る
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
決
定
権
に
つ
い
て
ど
う
す
る
か
は
各
ラ
ン
ト
毎
に
異
な
る
と
こ

ろ
と
な
る
。

パ

1
デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
一
七

条
一
項
が
親
の
協
働
決
定
権
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
同
条
項
が
こ
の
権

利
の
保
障
の
根
拠
規
定
と
な
る
。
ま
た
、
同
条
項
を
受
け
て
、
学
校
法
四

七
条
、
四
九
条
、
五
五
条
な
い
し
六

O
条
が
こ
の
権
利
に
つ
い
て
具
体
的

に
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た

親
の
代
表
者
が
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
権
利
の
行
使

は
あ
ら
ゆ
る
学
校
の
出
来
事
に
わ
た
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
代
表
者
が
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
、

父
母
評
議
会
(
巴

S
B
Z
E巾
)
お
よ
び
学
富
市
2
2国
体

a
n
g
-
-
r
m
φ

印
円
}
百
件
)
の
一
一
つ
が
あ
る
。

1 

当
日
巾
w
白
・
出
・

0
・wω.
記

制
各
機
関
の
概
要

父
母
評
議
会
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
父
母
評
議
会
の
最
小
の
単

位
は
学
校
の
父
母
評
議
会
で
あ
り
、
こ
の
評
議
会
は
各
ク
ラ
ス
に
お
い
て

選
挙
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
(
学
校
法
五
七
条
)
。
学
校
の

父
母
評
議
会
の
上
に
全
体
父
母
評
議
会
が
あ
り
、
こ
れ
は
学
校
父
母
評
議

会
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
(
同
法
五
八
条
一
項
)
。
さ
ら
に
、
全
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体
父
母
評
議
会
の
上
に
ラ
ン
ト
父
母
評
議
会
が
あ
り
、
こ
れ
は
全
体
父
母

評
議
会
の
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
(
同
法
六

O
条
)
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
各
段
階
の
父
母
評
議
会
の
構
成
員
の
資

格
要
件
と
な
る
の
は
、
各
ク
ラ
ス
に
お
い
て
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代

表
者
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
(
同
法
五
五
条
二
項
二
号
)
。

各
段
階
の
父
母
評
議
会
の
う
ち
ラ
ン
ト
父
母
評
議
会
に
お
い
て
は
、
そ

の
構
成
員
た
る
全
体
父
母
評
議
会
の
代
表
者
は
聴
聞
権
お
よ
び
議
案
提
出

権
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
ラ
ン
ト
父
母
評
議
会
は
文
部
省
の
審
議
機
関
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
同
法
六

O
条)。

次
に
学
校
構
成
者
団
体
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
の
機
関
は
、
親
、
生
徒

お
よ
び
教
師
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
相
互
に
協
力
す
る
団
体
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
機
関
の
最
小
の
単
位
は
ク
ラ
ス
の
仕
事
に

携
わ
る
ク
ラ
ス
構
成
者
団
体
で
あ
り
(
学
校
法
五
六
条
)
、
こ
の
団
体
の
権

限
は
審
議
お
よ
び
経
験
交
流
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
団
体
の
上
に
、

学
校
全
体
の
機
関
と
し
て
学
校
会
議

(
ω
n
z
-
E
E
2
8と
が
あ
り
(
同

法
四
七
条
)
、
学
校
会
議
は
学
校
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
集
団
を
結
び
つ
け

る
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
機
関
の
法
的
性
格
は
調
停
機
関

(ω円
r
r
z
t

E
D
m印
。
有
印
ロ
)
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
機
関
は
学
校
に
お
い
て
生
ず
る
す

べ
て
の
重
要
問
題
に
つ
い
て
、
投
票
権
(
〈
c
a
n
t
-
白
m
m
z
n
y
H
)
お
よ
び
情

報
を
得
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
構
成
員
が
投
票
権
を
行
使

す
る
任
務
の
範
囲
内
(
校
則
の
制
定
、
ク
ラ
ス
の
課
題
や
宿
題
の
問
題
に

つ
い
て
の
決
定
等
)
で
協
働
決
定
機
関
と
し
て
の
機
能
も
持
っ
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る
(
同
法
四
七
条
三
項
)
。
こ
の
機
関
の
上
に
は
、
さ
ら
に
、

学
校
評
議
会
(
同
法
四
九
条
)
お
よ
び
ラ
ン
ト
学
校
評
議
会
(
同
法
七
一

条
)
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
審
議
機
関
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。

(
1
)

ヨ
-Z吉
田
0
5
r
5
2
1
4司
♀
ぽ
出
口
問
∞
O
回路
-
ω
円

E--

想的
2
N巾
宮
司
切
白
色

2
4司
ロ
ユ
Z
B
Z叶
mw
叶
・
〉
ロ
2
4

∞
。
。
号

RMV

E
∞
少

m

A

叶
〉
ロ
ヨ
・
「

(2)
出

0
5貯
互
角

1
図。印印巾咽出・白・

0
・・〉ロ
5
・
N

ム・

刷
協
働
決
定
権
の
範
囲

学
校
法
は
、
右
の
各
機
関
に
対
し
て
、
内
的
学
校
事
務
の
領
域
に
つ
い

て
、
情
報
を
得
る
権
利
、
聴
聞
権
お
よ
び
助
言
権
を
保
障
し
て
い
る
。
し

か
し
、
原
則
と
し
て
、
純
粋
の
協
働
決
定
権
と
い
え
る
、
発
言
権
、
決
定

権
お
よ
び
投
票
権
を
認
め
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
純
粋

の
協
働
決
定
権
を
認
め
な
か
っ
た
理
由
は
、
親
の
代
表
と
い
え
ど
も
、
集

団
の
中
の
限
ら
れ
た
一
部
を
代
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
彼
ら
に

よ
り
議
会
の
権
限
す
ら
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
お
よ
び
宣
伝
力
を
持

つ
と
と
も
に
実
行
力
を
持
つ
親
が
集
団
の
中
に
お
い
て
実
権
を
握
る
と
い
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料

う
過
去
の
経
験
が
あ
る
こ
と
、
に
あ
る
。

資

(
1
)
r
H
R
E巾
円
N
巾
w

同
~
な
さ
司
、
同
町
と
お
な
同
WRM
尽
き
さ
ミ
Nh判的可町内
F
H
R
唱え

九
同
お
師
、
『

Nh忌
認
可
制
明
暗
ご
と
お
鳴
門
同
町
『

Mhpミ
ひ
円
号
室
、
ど
苫
品
、
a
g
h同
g

h
~
h崎
町

wshSFN
ミ
NhwNh-sミ
可
欠
芯
門
出
向
九

Z
』ぎ

L
申∞
N

・
ω

ロ日
ω

町
内
・
一
回
巾
円
}
内
巾

}HI
〉
〈
巾
ロ
白
ユ

5
・

白

血

・

。

・

ω
ω
S・

刷
協
働
決
定
権
と
子
ど
も
と
の
関
係

学
校
法
五
五
条
三
項
は
、
生
徒
が
成
年
に
達
し
た
後
も
、
親
に
対
し
て
、

そ
の
所
属
す
る
学
校
の
集
団
の
中
で
、
彼
の
子
の
権
利
に
配
慮
す
る
権
利

を
与
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
徒
は
、
学
校
に
お
い
て
、
親
の
集
団

と
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
は
、

同
法
五
六
条
二
項
の
ク
ラ
ス
構
成
者
団
体
、
四
七
条
の
学
校
会
議
の
規
定

に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
ク
ラ
ス
構
成
者
団
体
の
会
議
に
つ
い
て
い
え
ば
、
親
は
、

生
徒
が
参
加
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
決
定
し
た
こ
と
を
学
校
監
督
庁
に
対

し
て
実
施
さ
せ
る
権
利
を
持
た
ず
、
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
個
々
の
ケ
ー

ス
毎
に
秘
密
の
取
扱
い
を
行
う
権
利
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、
生
徒
を
親
の
集
団
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
、

親
の
教
育
の
自
由
の
行
使
は
子
ど
も
の
固
有
の
権
利
を
配
慮
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
反
し
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
、
と

(
1
)
 

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
生
徒
が
成
長
し
、
成
年
に
近
づ

い
て
い
く
に
つ
れ
て
、
生
徒
の
参
加
権
お
よ
び
権
利
性
が
強
化
さ
れ
て
い

く
べ
き
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い

ヲ。。
(
1
)
C
F
C
Fロ
ロ
巾
ぴ
己

HEm-
同
州
門
口
∞
-

H
也市山

hrω
・
町
一
山
・

五

む
す
び
に
か
え
て

親
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
の
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
を
ま
と
め
よ
う
。
西
ド
イ
ツ
全
体
に
お
よ
ぶ
ボ
ン
基
本
法
の
保
障
す
る

親
の
教
育
の
自
由
は
個
人
的
な
基
本
権
で
あ
り
、
こ
の
自
由
は
本
来
的
な

基
本
権
の
側
面
と
子
ど
も
の
権
利
保
障
の
た
め
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
側
面
と
を
有
し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
に
、
両
側
面
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
親
の
教
育
の
自
由
と
国
の

学
校
監
督
権
の
調
整
の
時
に
、
子
ど
も
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
の

問
題
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
前
者
が
優
位
に
お
か
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人
的
基
本
権
と
し
て
の
親
の
教
育
の

北法40(5・6・I・604)1746



子
ど
も
の
基
本
権
の
侵
害
に
対
す
る
防
禦
権
、
教
育
課
程
選
択

権
お
よ
び
宗
教
教
育
参
加
の
決
定
権
を
内
容
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と

こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

自
由
は
、

西ドイツにおける親の教育の自由

と
こ
ろ
で
、
ボ
ン
墓
本
法
の
親
の
教
育
の
自
由
か
ら
は
集
団
的
な
親
の

権
利
を
意
味
す
る
協
働
決
定
権
は
導
か
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

権
利
に
つ
い
て
は
ラ
ン
卜
憲
法
の
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
パ

l
デ
ン
・
ヴ
エ

ル
テ
ン
ベ
ル
ク
憲
法
は
こ
の
協
働
決
定
権
に
関
す
る
定
め
を
有
し
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
、
同
ラ
ン
ト
で
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
協
働
決
定
権
の
根

拠
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
ラ
ン
ト
の
協
働
決
定
権
は
、
選
挙
さ

れ
た
毅
の
代
表
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
権
利
の
行
使

は
、
原
則
と
し
て
、
情
報
を
得
る
権
利
、
聴
聞
権
お
よ
び
助
言
権
に
つ
い

て
ま
で
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
発
言
権
、

決
定
権
、
投
票
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
本
来
的

な
意
味
の
協
働
決
定
権
を
保
障
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
ラ
ン
ト
で
は
、
代
表
者
の
こ
の
権
利
の

行
使
は
す
べ
て
の
親
の
意
見
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
議
会
の

権
限
の
制
限
を
も
た
ら
す
と
い
う
理
由
か
ら
、
妥
当
と
解
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
パ
1

デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
で
は
、
親
の
教
育
の

自
由
に
つ
い
て
、
ボ
ン
基
本
法
に
よ
り
個
人
的
基
本
権
が
保
障
さ
れ
、
ラ

ン
ト
憲
法
に
よ
り
集
団
的
権
利
が
保
障
さ
れ
る
と
解
さ
れ
、
こ
の
解
釈
に

基
づ
い
て
親
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
の
立
法
お
よ
び
教
育
実
務
が
展
開

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
、
我

が
国
に
お
け
る
親
の
教
育
の
自
由
よ
り
も
広
い
範
囲
に
お
い
て
、
自
由
権

の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
同
ラ
ン
ト
に
お
い
て
(
場
合
に
よ
っ
て
は
西
ド
イ
ツ
全
体
に
お
い

て
て
親
の
教
育
の
自
由
の
保
障
に
つ
い
て
問
題
が
残
さ
れ
て
い
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
重
要
な
点
を
幾
つ
か
指
摘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
結
び
に
代
え
よ
う
。

親
の
個
人
的
基
本
権
の
行
使
に
関
し
て
、
親
は
子
ど
も
の
基
本
権
の
侵

害
に
対
す
る
防
禦
権
を
有
す
る
こ
と
が
解
釈
上
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
親

は
ど
の
程
度
教
育
内
容
に
つ
い
て
要
求
権
を
持
つ
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
学
校
教
育
に
対
し
て
は
寛
容
の
原
則
が
適
用
さ

れ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
問
題
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
国
の
定
め

た
教
育
目
標
お
よ
び
教
育
内
容
が
価
値
観
に
触
れ
る
場
合
に
、
そ
の
差
止

め
が
可
能
か
否
か
と
い
う
問
題
と
し
て
現
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ

る。
ま
た
、
親
の
個
人
的
基
本
権
の
行
使
は
、
子
ど
も
の
基
本
権
の
行
使
と

の
関
係
で
、
な
お
問
題
に
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
パ
|
デ

ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
‘
州
の
学
校
法
一

O
O条
b
二
項
は
、
学
校
で
実

施
す
る
性
教
育
の
参
加
に
つ
い
て
親
の
同
意
を
要
件
と
し
て
お
り
、
特
に
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料

一
五
歳
以
上
の
子
ど
も
に
つ
い
て
は
こ
の
要
件
が
子
ど
も
の
決
定
権
の
侵

害
に
な
ら
な
い
か
否
か
問
題
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

親
の
集
団
的
権
利
に
つ
い
て
は
、
パ

1
デ
ン
・
ヴ
ェ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州

の
場
合
、
親
の
個
人
的
基
本
権
の
侵
害
に
な
ら
な
い
範
囲
で
の
行
使
が
認

め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
投
票
権
、
議
決
権
が
否
定
さ
れ
て

い
る
が
、
必
ず
し
も
、
そ
の
制
限
原
理
は
明
確
と
は
い
え
な
い
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
実
際
に
、
へ
ツ
セ
ン
な
ど
で
は
本
来
的
な
協
働
決
定
権
が
認

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
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と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。


